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平成 28 年度の品質管理の実施体制・実施状況に関する評価結果（案） 
 
 各評価項目における評価基準については、その達成度が適切に評価でき、かつ、

必要以上に複雑にならないよう、４段階の評価基準（「極めて良好」、「良好」、「概

ね達成」、「改善を要す」）が採用されている。また、特許、意匠、商標とも審査

プロセスは共通であることから、その達成段階を測る評価基準として、共通のも

のが策定されている。 
そして、各評価基準においては、それぞれの評価項目おける評価の目的及び観

点を明確化した上で、各段階において達成すべき行動、状況等について、具体的

に設定されている。 
特に、評価項目⑥及び⑦については、「必要とされる取組が計画されて、それ

が計画どおりに実施され、かつ、当該取組の目的を達成している」ことのみでは

「良好」と評価され、当該取組の目的を達成した上で、「更なる品質の向上に資

する効果が得られている」場合のみ、「極めて良好」と評価される。 
また、評価項目⑧については、「審査の質の分析と課題抽出が十分に行われて

いる」ことのみでは「良好」と評価され、「審査の質の分析と課題抽出が十分に、

かつ、総合的な視点から行われている」場合のみ、「極めて良好」と評価される。 
 
１．特許 

・評価項目① 「品質ポリシー」及び「品質マニュアル」等の文書の作成状況  

「品質ポリシー」、「品質マニュアル」、その他品質管理のための具体的な手順

を示す文書が作成されており、これら文書が適切に管理されていることから、

「極めて良好」と評価される。 
ただし、品質マニュアルの改訂の理由がどのような活動に基づくものかが不

明確であり、また、品質マニュアルに品質保証体系図や文書体系図が明示されて

いないため、品質保証のための手続きを規定している文書との関連が曖昧であ

ること、また、庁外への発信が重視される文書については、よりシンプルでわか

りやすい記載が望まれるとして、「良好」との評価もあった。 
 

・評価項目② 審査及び品質管理のための手続の透明性 

 特許審査においてなすべき事項及びその具体的な手順が「特許・実用新案審査

基準」に定められており、品質管理の整備と実施に責任のある者及び品質管理の

ための手順や担当が「品質マニュアル」において十分に明確化されていることか

ら、「極めて良好」と評価される。 
 ただし、プロセスを規定する文書の改訂の理由や、各プロセスにおける結果等

と手続きの関係が明確でないので、現在の手続の明確性が審査の質を保証する
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上で十分なものであるかどうか、どこに改善すべき点があるのかの判断が困難

であるため、「良好」との評価もあった。また、特許審査においてなすべき事項

や手順等が「特許・実用新案審査基準」に定めているところ、その定められてい

る手順等を審査官に周知徹底すべきとのことから、「概ね達成」との評価もあっ

た。 
 
・評価項目③ 品質管理の基本原則等の制度ユーザーへの公表及び職員への周

知 

 「品質ポリシー」、「品質マニュアル」共に、海外のユーザーを含めて容易にア

クセスできる程度に外部公表し、審査に関わる全ての職員に対して複数の手段

を通じて周知するとともに、職員向けの研修を定期的に実施した。また、職員の

審査に必要な知識への理解度を確認した。また、審査長単位で期間を定めて品質

に関する集中的な議論を全審査官が行うこととし、品質管理に関する理解状況

を確認すると共に、理解の促進を図った。これらのことから「極めて良好」と評

価される。 
 ただし、海外ユーザーへの周知・公表に不足を感じるため、「良好」との意見

もあった。また、ユーザーに対する情報発信強化が望まれるため、「概ね達成」

との評価もあった。 
 
・評価項目④ 審査実施体制  

 審査体制の強化・審査の効率化の取組により、求められる件数の審査を効率的

に行いつつ、国際的に遜色のない審査体制、人員配置を確立しているが、世界最

高水準の組織体制、人員配置とまでは言えないことから、「良好」と評価される。 
 しかし、PCT 出願の増加等による審査処理の負担が増大していることから、

「概ね達成」との評価もあった。 
 
・評価項目⑤ 品質管理体制 

品質管理を行うための組織として、責任者、審査業務の実施者、施策の企画・

立案者、質の分析・評価者のそれぞれの組織を実態上独立して設けており、より

適切な監査が実施できるよう品質管理官が主要な起案種別を分担する等、国際

的に遜色のない水準において品質管理の取組が効率的・効果的に企画、立案、及

び実施可能な組織体制・人員配置を確立していることから、「良好」と評価され

る。 
 
・評価項目⑥ 品質向上のための取組 

品質向上のために必要とされる取組（決裁、決裁前の起案チェック、協議、業
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績目標と審査官の評価、面接・電話応対、外国特許文献サーチ等の拡充、品質関

連情報の収集・提供、研修、登録調査機関による先行技術調査の評価と指導、検

索インデックスの付与及び整備）を昨年度から継続して計画通り実施するとと

もに、更なる品質の向上に資する取組として、物の発明についての請求項にその

物の製造方法が記載されている場合の判断等、改訂審査基準等の適用に特に注

意を要する案件の協議や、サーチに重点に置いた協議の充実化を行った。また、

審査ハンドブックにおいて、物の発明についての請求項にその物の製造方法が

記載されている場合の判断に関する改訂や、研究開発及びビジネスへの適用が

急速に進んでいる IoT（Internet of Things）関連技術の事例を追加し、それぞ

れの取組の目的が達成されたことから、「良好」と評価される。 
 
 
・評価項目⑦ 品質検証のための取組 

品質検証のために必要とされる、品質監査によるサーチの妥当性や認定・判断

の妥当性の検証、部分監査による通知書の形式的な事項の検証が計画件数通り

に実施され、それぞれの取組の目的が達成された。また、監査結果の審査部の管

理職への提供方法の改良や、異議申立て案件の審理結果のフィードバックが実

施されたことから、「良好」と評価される。 
 ただし、サンプルチェック、ユーザー評価調査など品質検証に向け必要となる

取り組みが計画・実行され、当該取り組みの目的を達成した上で、さらなる品質

の向上に資する効果が得られていることから、「極めて良好」との評価もあった。 
 
・評価項目⑧ 審査の質の分析・課題抽出 

 決裁や監査などの特許庁内部の評価に基づく分析や、ユーザー評価調査など

の特許庁外部の評価に基づく分析による、課題抽出が十分に実施され、課題の絞

り込みも行われていることから、「良好」と評価される。 
 ただし、分析方法に関する改善及び総合的な視点からの課題の絞り込みも実

施行われ、審査プロセスに関する今後取り組むべき課題が具体的に絞り込まれ

ているため、「極めて良好」との評価もあった。 
 
・評価項目⑨ 質の高い審査を実現するための方針・手続・体制（評価項目①～

⑤）の改善状況 

平成 28 年度の実施体制を反映させるために「品質マニュアル」が遅滞なく改

訂され、品質管理の基本に関して職員への周知をより徹底させた上でその内容

が理解されているかを確認し、方針・手続・体制に対する改善が十分に行われた

ことから、「良好」と評価される。 
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・評価項目⑩ 品質管理の取組（評価項目⑥～⑧）の改善状況 

昨年度の分析を通じて抽出した課題に対応して、サーチの効率化や判断の均

質化等、品質管理の取組の改善が十分に行われたことから、「良好」と評価され

る。 
 ただし、品質管理の取組の改善が積極的に行われ、かつ、各所に工夫が認めら

れるため、「極めて良好」との評価もあった。また、審査品質向上のための努力

がなされているが、よりユーザー目線からの改善が期待されるため、「概ね達成」

との評価もあった。 
 
・評価項目⑪ 審査の質向上に関する取組の情報発信 

審査の質向上に関する情報発信を国内外の機関・団体との協力関係が構築さ

れており、今後は、新興国との協力関係、海外ユーザーへの展開の強化への期待

や、協働で審査の質向上の取組を行うことの期待されることから、「良好」と評

価された。 
ただし、審査の質向上に関する情報発信を、意見交換等を通じて国内外ユー

ザーに、また、国際会合や審査官の派遣・受入を通じて外国庁に対して行い、

継続的な協力関係を構築したことから、「極めて良好」との評価もあった。他

方、ユーザーに対する情報発信の強化が望まれるため、「概ね達成」との評価

もあった。 
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２．意匠 

評価項目①（「品質ポリシー」及び「品質マニュアル」等の文書の作成状況） 

「品質ポリシー」、「品質マニュアル」、その他品質管理のための具体的な手

順を示す文書が作成されており、これら文書が適切に管理されていることか

ら、「極めて良好」と評価される。 
ただし、品質マニュアルの改訂の理由がどのような活動に基づくものかが不

明確であり、また、品質マニュアルに品質保証体系図や文書体系図が明示されて

いないため、品質保証のための手続きを規定している文書との関連が曖昧であ

ること、また、庁外への発信が重視される文書については、よりシンプルでわか

りやすい記載が望まれるとして、「良好」との評価もあった。 
 
 
評価項目②（審査及び品質管理のための手続の明確性） 

意匠審査においてなすべき事項及びその具体的な手順を「意匠審査基準」に

定めており、品質管理の整備と実施に責任のある者及び品質管理のための手順

や担当を「品質マニュアル」において十分に明確化されていることから、「極

めて良好」と評価される。 

ただし、プロセスを規定する文書の改訂の理由や、各プロセスにおける結果等

と手続きの関係が明確でないので、現在の手続の明確性が審査の質を保証する

上で十分なものであるかどうか、どこに改善すべき点があるのかの判断が困難

であるため、「良好」との評価もあった。 
 

 

評価項目③（品質管理の基本原則等の制度ユーザーへの公表及び職員への周

知） 

「品質ポリシー」及び「品質マニュアル」は、海外のユーザーを含めて容易

にアクセスできる程度に外部公表し、審査に関わる全ての職員に対しては従来

からの手段に加え、庁内イントラネットの品質管理関係情報掲載ページを通じ

て周知するとともに、職員向けの研修を定期的に実施した。また、当該研修だ

けでなく、昨年度に引き続き全意匠審査官向けに審査の質の重要性や品質管理

の基本原則等に関する研修を行い、各研修後には講義内容の理解度の確認を行

ったことから、「極めて良好」と評価される。 
ただし、ユーザーに対する情報発信強化が望まれるため、「良好」又は「概

ね達成」との評価もあった。 
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評価項目④（審査実施体制） 

現組織の体制・人員配置において、審査処理については、一次審査件数はこ

こ数年、出願件数とほぼ同数で推移しており、また、2015 年における出願から

一次審査通知までの期間は平均 6.1 か月を実現し、上半期も同水準で推移して

いる。しかし、審査官一人当たりの審査処理件数は米国と比較して非常に多い

現状にあり、さらに、限られた審査官数で国際意匠登録出願の審査や品質向上

のための取組も行うことから、他の実体審査国と比較して審査体制、人員配置

が確立しているとまではいえないとして、「概ね達成」と評価される。 

ただし、限られた人員でスケジュール通りに実体審査を行っているとの理由

から、「良好」との評価もあった。 

 

 

評価項目⑤（品質管理体制） 

品質管理の企画・立案を行う意匠課に企画調整官（1名）を設け、その者が

事務局長として品質監査の分析・評価を行っている。限られた組織体制の中、

品質管理の取組を行っているなど、他の実体審査国が取り組んでいる品質管理

と同様な管理が行える体制を整えたことから、「良好」と評価される。 
 
 
評価項目⑥（品質向上のための取組） 

品質向上のために必要とされる取組（国内出願に対する案件協議及びそのフ

ィードバック、国際意匠登録出願に対する全件案件協議等）を、昨年度から継

続して計画どおりに実施されると共に、更なる品質の向上に資する取組とし

て、「意匠審査基準」及び「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」

等の改訂を行い、また、国際意匠登録出願の起案文書については、形式的瑕疵

のダブルチェックを全案件に対して確認したことから、「良好」と評価され

る。 
 
 
評価項目⑦（品質検証のための取組） 

品質検証のために必要とされる、品質監査による判断・起案の妥当性の検証

が計画どおりに実施されている。また、決裁後発送待ち案件に対し、品質監査

を実施できる体制に移行するためのシステム構築も行われた。さらに、国際意

匠登録出願の品質監査については、検証項目を見極めるため、全案件を引き続

き協議対象とした。そして、ユーザー評価調査については、調査項目の追加や

調査対象の拡大が行われ、昨年度よりも回収率も高められたことから、「良
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好」と評価される。 
ただし、検証の目的が一部達成されていないとの理由から、「概ね達成」と

の評価もあった。 

 
 

評価項目⑧（審査の質の分析・課題抽出） 

審査の質について特許庁の内部・外部での分析が行われ課題抽出が十分にな

されていることが認められることから「良好」と評価される。 
ただし、分析に対する課題・経緯が分かりにくいとの理由から、「概ね達

成」との評価もあった。 
 
 
評価項目⑨（質の高い審査を実現するための方針・手続・体制（評価項目①～

⑤）の改善状況） 

平成 28 年度の実施体制を反映させるために「品質マニュアル」を改訂し、

全意匠審査官向けの講義を実施するなどして、昨年度に引き続き品質管理の基

本に関して職員への周知も十分に行った。また、品質管理の企画・立案を専任

として行う者が事務局長として品質監査の分析・評価を行うなど、方針・手

続・体制に対する改善も十分行ったことから、「良好」と評価される。 
 
 

評価項目⑩（品質管理の取組（評価項目⑥～⑧）の改善状況） 

昨年度抽出した課題に対応して、品質管理の取組の改善を行った。特にユー

ザー評価調査の実施体制の見直しや品質検証のためのシステム構築、国際意匠

登録出願の起案文書に対するダブルチェックの実施などの改善を図ったことか

ら、「良好」と評価される。 
 
 

評価項目⑪（審査の質向上に関する取組の情報発信） 

審査の質向上に関する情報発信を国内ユーザーに対して行い、かつ、定期的

に意見交換会を実施するなど、継続的な協力関係を構築した。また、情報発信

は、意匠 5庁会合・日中韓意匠専門家会合といった国際会合や、審査官の派遣

又は受入を通じて外国庁に対しても継続的に行い、新興国を含み、各国との協

力関係を構築したことから、「良好」と評価される。 

 ただし、ユーザーに対する情報発信の更なる強化の観点から、「概ね達成」

との評価もあった。  
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３．商標 

・評価項目① 「品質ポリシー」及び「品質マニュアル」等の文書の作成状況 

「品質ポリシー」、「品質マニュアル」その他品質管理のための具体的な手順を

示す文書が作成されており、これら文書が適切に管理されていることから、「極

めて良好」と評価される。 
ただし、品質マニュアルの改訂の理由がどのような活動に基づくものかが不

明確であり、また、品質マニュアルに品質保証体系図や文書体系図が明示されて

いないため、品質保証のための手続きを規定している文書との関連が曖昧であ

ること、また、庁外への発信が重視される文書については、よりシンプルでわか

りやすい記載が望まれるとして、「良好」との評価もあった。 
 
・評価項目② 審査及び品質管理のための手続の透明性 

商標審査においてなすべき事項及びその具体的な手順が「商標審査便覧」や

「商標審査の進め方」に定められており、品質管理の整備と実施に責任のある者

及び品質管理のための手順や担当が「品質マニュアル」において十分に明確化さ

れていることから、「極めて良好」と評価される。 
ただし、プロセスを規定する文書の改訂の理由や、各プロセスにおける結果等

と手続きの関係が明確でないので、現在の手続の明確性が審査の質を保証する

上で十分なものであるかどうか、どこに改善すべき点があるのかの判断が困難

であるため、「良好」との評価もあった。 
 
・評価項目③ 品質管理の基本原則等の制度ユーザーへの公表及び職員への周

知 

「品質ポリシー」、「品質マニュアル」共に、海外のユーザーを含めて容易にア

クセスできる程度に外部公表され、審査に関わる全ての職員に対して複数の手

段を通じて周知されているとともに、職員向けの研修が定期的に実施され、また、

当該研修だけでなく、新たに全商標審査官向けに審査の質の重要性や品質管理

の基本原則等に関する講義が行われ、各講義後には講義内容の理解度の確認が

行われていたことから、「極めて良好」と評価される。 
 ただし、海外ユーザーへは、より周知が必要との理由から、「良好」との意見

もあった。また、ユーザーに対する情報発信強化が望まれるため、「概ね達成」

との評価もあった。 
 
・評価項目④ 審査実施体制 

 新しいタイプの商標に関する専任の審査チームが編成される等、審査体制の

強化が図られ、求められる件数の審査を行いつつ、高品質で効率的な審査が実現
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されているものの、限られた審査官数で審査や品質向上のための取組が行われ

ており、国際的に遜色がない審査体制・人員配置が確立されているとまではいえ

ないことから、「概ね達成」と評価される。 
他方、求められる件数の審査を効率的に実施するなど、適正、迅速な審査がさ

れるための体制が整えられていること、海外に比して早期に審査結果を出して

いること、また、早期審査制度の対象案件の拡大を行い、早期権利付与を希望す

る出願人への対応を早期に実現したこと等から、「良好」との評価もあった。 
 
・評価項目⑤ 品質管理体制 

 新たに品質関連施策の企画・立案を一元的に行う部署として、商標課品質管理

班が設置され、品質管理の組織として、責任者、審査業務の実施者、施策の企画・

立案者、質の分析・評価者のそれぞれの役割の明確な分離が行われたことにより、

より効率的・効果的に品質管理を行うことができる組織体制・人員配置を確立し

たとして、「良好」と評価される。 
 
・評価項目⑥ 品質向上のための取組 

審査における調査の効率化を図る観点から、各審査官が作成している協議メ

モが収集・蓄積され、情報共有が図られ、また、決裁の効率性の向上を目的に、

決裁時に審査官に差し戻した案件に関する情報を蓄積する仕組みが整備される

など、審査の質の向上のための取組が計画どおりに実施されたとともに、それぞ

れの取組の目的が達成されたとして、「良好」と評価される。 
 
・評価項目⑦ 品質検証のための取組 

品質監査において、通年における実施に運用が変更され、結果の透明性、信頼

性が高められ、また、ユーザー評価調査においては、調査手法の見直しが行われ

たことにより、アンケートの回収率を大幅に増加させる等、審査の質の検証のた

めの取組が計画どおりに実施された。さらに、審査と審判で判断が異なった案件

の分析結果の情報共有が行われるなど、それぞれの取組の目的が達成されたこ

とから、「良好」と評価される。 
他方、審査結果が検証され、その結果を実務に反映させる体制が整っているこ

と、また、品質検証の取組の目的を達成した上で、さらなる品質の向上に資する

効果が得られているとして、「極めて良好」の評価もあった。 
 
・評価項目⑧ 審査の質の分析・課題抽出 

現状の品質管理体制の中で、各種取組において審査の質の分析と課題抽出が

行われたことから、「良好」と評価される。 
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 他方、分析方法に関する改善及び総合的な視点からの課題の絞り込みも実施

行われ、審査プロセスに関する今後取り組むべき課題が具体的に絞り込まれて

いるため、「極めて良好」との評価もあった。 
 
・評価項目⑨ 質の高い審査を実現するための方針・手続・体制（評価項目①～

⑤）の改善状況 

平成 28 年度の実施体制を反映させるために「品質マニュアル」が遅滞なく改

訂され、品質管理の基本に関して職員への周知をより徹底させた上でその内容

が理解されているかを確認し、方針・手続・体制に対する改善が十分に行われた

ことから、「良好」と評価される。 
 
・評価項目⑩ 品質管理の取組（評価項目⑥～⑧）の改善状況 

 昨年度の分析を通じて抽出した課題に対応した品質管理の取組の改善が十分

に行われたことから、「良好」と評価される。 
 
・評価項目⑪ 審査の質向上に関する取組の情報発信 

審査の質向上に関する情報発信を、意見交換等を通じて国内外ユーザーに、ま

た、国際会合や審査官の派遣・受入を通じて外国庁に対して行い、継続的な協力

関係を構築したことから、「良好」と評価される。 
ただし、ユーザーに対する情報発信の強化が望まれるため、「概ね達成」と

の評価もあった。 
 


